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３．科学技術振興のための基盤の強化 

（１）施設・設備の計画的・重点的整備 

世界一流の優れた人材の育成や創造的・先端的な研究開発を推進し、科学技術創造立国

を実現するためには、大学・公的研究機関等の施設・設備の整備促進が不可欠であり、公

共的施設の中でも高い優先順位により実施される必要がある。 

その際、特に大学には次世代をリードする研究者など優れた人材の輩出が要請されてい

ることから、創造的な学問、研究の場にふさわしい環境・雰囲気の醸成が求められる。 

 

① 国立大学法人、公的研究機関等の施設の整備 

国立大学等施設緊急整備５か年計画により、優先的に取り組んできた施設の狭隘解消は

計画通り整備されたものの、老朽施設の改善は遅れ、その後の経年等による老朽改善需要

とあいまって、老朽施設は増加した。また、平成１３年度以降新たに設置された大学院へ

の対応、若手研究者の教育研究活動スペース確保への対応、新たな診断・診療方法の開発

に伴う研修・実習への対応など、新たな教育研究ニーズも発生している。 

１９６０年代から１９７０年代にかけて大量に整備されてきた国立大学法人等の施設の

老朽化が深刻化しており、機能的な観点から新たな教育研究ニーズに対応できないだけで

なく、耐震性や基幹設備の老朽化など安全性の観点からも問題があるため、国は、老朽施

設の再生を最重要課題として位置付け、長期的な視点に立ち計画的な整備に向けて特段の

予算措置を講じる。 

国立大学法人等において必要な整備面積は約１，０００万平方メートルに達している。国

は、このうち、卓越した研究拠点、人材育成機能を重視した基盤的施設について、老朽施

設の再生を最優先として整備する観点から、第３期基本計画期間中の５年間に緊急に整備

すべき施設を盛り込んだ施設整備計画を策定し、計画的な整備を支援する。 

また、長期借入金等により整備を進めている大学附属病院や国立高度専門医療センターに

ついては、引き続き、先端医療の先駆的役割などを果たすことができるよう、着実に計画

的な整備を進めることを支援する。 

国立大学法人等は、全学的視点に立った施設運営・維持管理や弾力的・流動的スペースの

確保等の施設マネジメント体制を一層強化するとともに、産業界・地方公共団体との連携

強化、寄付・自己収入・長期借入金・ＰＦＩ（民間資金等活用事業）の活用など、自助努

力に基づいた新たな整備手法による施設整備を推進することが求められる。国は、国立大

学法人等のこのような改革への取組を促進するために、必要な制度の見直しを行うととも

に、国立大学法人等の取組を積極的に評価した上で、優先的な資源配分を行う。 

１．科学技術基本計画（抜粋）（平成１８年３月２８日閣議決定） 



 
 
 
 

 
 

 
 平成１８年３月２８日に閣議決定された第３期科学技術基本計画（以下「第３期基本計画」という。）では、国立大学法人、

大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学等」という。）の施設の整備について、国は「卓

越した研究拠点、人材育成機能を重視した基盤的施設について、老朽施設の再生を最優先として整備する観点から、第３期基本

計画期間中の５年間に緊急に整備すべき施設を盛り込んだ施設整備計画を策定し、計画的な整備を支援する」こととしている。 
 平成１３年に策定した「国立大学等施設緊急整備５か年計画」（以下「前５か年計画」という。）において、優先的に取り組

んできた狭隘解消整備等の実施により、教育研究環境が充実し、教育研究の進展、先端技術を取得した研究者の養成、新技術の

開発などにおいて一定の効果が現れてきている。しかしながら、国立大学等施設の現状は、老朽化した施設が増加し、次世代を

リードする研究者など優れた人材の養成や創造的・先端的な研究開発の場の確保が困難になりつつある。 
 国立大学等の施設は、世界一流の優れた人材の養成と創造的・先端的な研究開発を推進するための拠点であり、科学技術創造

立国を目指す我が国にとって不可欠な基盤であることから、このような施設の状況を踏まえ、文部科学省では、第３期基本計画

期間中における「第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画」（以下「本計画」という。）を策定し、国立大学等施設の重点的・

計画的整備を支援する。 
 
１．計画期間 
 
 本計画の期間は、第３期基本計画期間（平成１８年度から５年間）とする。 
 
２．基本方針 
 
 前５か年計画により、優先的に取り組んできた施設の狭隘解消は計画どおり整備されたものの、老朽施設の改善は計画の半分

程度にとどまり、その後の経年による老朽改善需要とあいまって、老朽施設は増加した。また、平成１３年度以降新たに設置さ

れた大学院への対応、若手研究者の教育研究活動への対応、新たな診断・診療方法の開発や医療人に対する研修・実習への対応

など新たな教育研究ニーズも発生している。 
 このため、本計画においては老朽施設の再生を最重要課題とした上で、併せて、新たな教育研究ニーズによる施設の狭隘化の

解消を図り、人材養成機能を重視した基盤的施設及び卓越した研究拠点（以下「教育研究基盤施設」という。）の再生を図る。

 また、大学附属病院については、先端医療の先駆的役割などを果たすことができるよう、引き続き計画的に整備を図る。 
 
（１）人材養成機能を重視した基盤的施設 
 
 人々の知的活動・創造力が最大の資源である我が国にとっては、世界一流の優れた人材の養成が不可欠であり、そのための基

盤となる施設の整備・充実が不可欠である。このため、国際的に通用する高度な人材養成機能の中核である大学院について、大

学院教育の実質化等の教育内容・方法の改革・改善に伴うニーズに対応するとともに、各高等教育機関等に求められる多様で質

の高い教育を実施するために、個性・特色ある教育内容・方法が展開できる教育環境の充実を図る。 
 また、優れた若手研究者等が、自立して研究できる環境の整備や生活面の環境整備を図る。 

 
（２）卓越した研究拠点 
 
 我が国が世界に貢献し、国際的な責任を果たしていくためには、卓越した研究拠点に国内外の優秀な研究者や学生を集め、世

界水準の学術研究を推進していく必要があり、施設の整備はそれにふさわしい魅力ある研究環境を整える上で不可欠となってい

る。このため、優れた教育研究機能を持つ世界水準の独創的・先端的な学術研究の拠点を形成するための整備を図る。更に、国

立大学等が地域の知の拠点として機能し、地方公共団体、民間企業との共同研究など社会等との連携協力を推進するとともに、

国家的・社会的課題への対応などでプロジェクト的に実施される他大学や公的研究機関との共同研究等の連携協力を推進する研

究環境の整備を図る。 
 
（３）大学附属病院 
 
 国立大学附属病院は、一般の医療機関と異なり、高度先進医療や医学系人材養成など卒前卒後の臨床教育の場であるとともに、

先端医療の先駆的役割を果たす場であり、近年の医学の進歩に伴う医療の専門化、高度化への対応が不可欠である。また、地域

における中核的医療機関としての機能も果たしており、災害時においては医療の拠点としての役割が求められることから、施設

の耐震性等安全性の確保を図る必要性が極めて大きい。このため、一層社会貢献できる病院として再生するため、前５か年計画

により進められた再開発整備に引き続き、着実に計画的な整備を図る。 

２．第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画 

（平成１８年４月１８日 文部科学省）



 

３．整備内容 
 
 国立大学等において必要な整備面積は平成１７年度末において約１，０００万㎡に達しており、このうち、各国立大学等にお

ける教育研究の活性化や現下の厳しい財政状況等を踏まえ、緊急に整備すべき対象を明確化し、重点的・計画的整備を図る観点

から、次のような施設を整備の対象とする。 
 
（１）教育研究基盤施設の再生 
 
 教育研究基盤施設の再生に向け、老朽再生整備及び狭隘解消整備を行う。 
 併せて、安全・安心な教育研究環境を確保するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部改正を踏まえ耐震改修

整備を図る。 
 

①老朽再生整備（約４００万㎡） 
 教育研究基盤施設の整備充実を図るため、老朽施設の再生に当たっては、教育研究上著しい支障がある施設に関し、次

の要件を総合的に勘案しつつ整備を図る。 
（ⅰ）耐震性が著しく劣るものであること。 
（ⅱ）基幹設備の不備など著しい機能上の問題を改善することにより、優れた教育研究成果が期待されるものであ 

ること。 
②狭隘解消整備（約８０万㎡） 
 新たに設置された大学院、若手研究者のスペース確保等、新たな教育研究ニーズへの対応については、既存施設の有効

活用等によりスペースの確保を図ることを基本とし、このような施設マネジメントによる対応が困難で、真にやむを得な

いものについては新増築による整備を図る。 
 
（２）大学附属病院の再生（約６０万㎡） 
 
 大学附属病院は、先端医療の先駆的役割などを果たすため再開発整備を進めているところであり、引き続き、一層社会貢献す

ることができるよう、着実に計画的な整備を図る。 
 
（３）上記（１）及び（２）の整備を行うための所要経費については、具体的な整備対象施設を特定せず、これまでの実績に基

づき試算すると、現時点で最大約１兆２，０００億円と推計される。 
 なお、現下の厳しい財政状況を踏まえ、国立大学等においては、これらを実施するための自助努力による新たな財源確保の可

能性について積極的に検討するとともに、文部科学省においては、そのための支援を行い、事業の円滑な実施に最大限の努力を

払うこととする。 
 
４．具体的実施方針 
 
 前５か年計画において、施設の効率的な利用や弾力的・流動的に使用可能なスペースの確保が図られた。このことから本計画

の実施に当たっては、文部科学省による支援を基本としつつ、国立大学等が取り組む施設マネジメントや新たな整備手法による

整備等のシステム改革を一層推進するため、以下の方針により行う。 
 
（１）国立大学等は、前５か年計画における成果も踏まえ、全学的視点に立った施設運営・維持管理やスペースの弾力的・流動

的な活用等の施設マネジメントを一層推進する。また、前５か年計画において取り組んできた寄附・自己収入による整備など、

国立大学等の自助努力に基づいた新たな整備手法による施設整備を引き続き推進するとともに、地域再生・都市再生を推進する

等の観点から、産業界・地方公共団体との連携協力による施設整備を進める。 なお、事業の実施に当たっては、国立大学等の

公共性に鑑み、政府全体の公共工事コスト縮減対策を踏まえ、コスト縮減の取組や適正な執行を行う。 
 
（２）文部科学省は、（１）で述べたような、国立大学等における施設マネジメントや新たな整備手法による施設整備等の取組

をさらに促進するために、必要な制度の見直しを行うとともに情報提供に努める。 
 
（３）個々の施設整備に当たっては、国立大学等からの意見を聴取しつつ、当該施設の現況や利用状況の点検等を含む適切な調

査・評価を行い、それらの結果に基づき実施事業を厳選する。その際、これらの国立大学等における施設マネジメントや新たな

整備手法による整備などのシステム改革への取組等を積極的に評価する。 
 
（４）毎年度の予算編成に当たっては、政府全体として財政構造改革に取り組んでいかなければならない厳しい財政事情である

ことを踏まえ、施設整備に係る投資の効果を最大限発揮させることとして、必要な経費の確保を図っていくものとする。 
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（１）基本的データ（１）基本的データ

① １８歳人口、進学率等の推移

３．関連データ

国立大学の学生数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

北

海

道

大

学

北

海

道

教

育

大

学

室

蘭

工

業

大

学

小

樽

商

科

大

学

帯

広

畜

産

大

学

旭

川

医

科

大

学

北

見

工

業

大

学

弘

前

大

学

岩

手

大

学

東

北

大

学

宮

城

教

育

大

学

秋

田

大

学

山

形

大

学

福

島

大

学

茨

城

大

学

筑

波

大

学

筑

波

技

術

大

学

宇

都

宮

大

学

群

馬

大

学

埼

玉

大

学

千

葉

大

学

東

京

大

学

東

京

医

科

歯

科

大

学

東

京

外

国

語

大

学

東

京

学

芸

大

学

東

京

農

工

大

学

東

京

芸

術

大

学

東

京

工

業

大

学

東

京

海

洋

大

学

お

茶

の

水

女

子

大

学

電

気

通

信

大

学

一

橋

大

学

横

浜

国

立

大

学

新

潟

大

学

長

岡

技

術

科

学

大

学

上

越

教

育

大

学

富

山

大

学

金

沢

大

学

福

井

大

学

山

梨

大

学

信

州

大

学

岐

阜

大

学

静

岡

大

学

浜

松

医

科

大

学

名

古

屋

大

学

愛

知

教

育

大

学

名

古

屋

工

業

大

学

豊

橋

技

術

科

学

大

学

三

重

大

学

滋

賀

大

学

滋

賀

医

科

大

学

京

都

大

学

京

都

教

育

大

学

京

都

工

芸

繊

維

大

学

大

阪

大

学

大

阪

教

育

大

学

兵

庫

教

育

大

学

神

戸

大

学

奈

良

教

育

大

学

奈

良

女

子

大

学

和

歌

山

大

学

鳥

取

大

学

島

根

大

学

岡

山

大

学

広

島

大

学

山

口

大

学

徳

島

大

学

鳴

門

教

育

大

学

香

川

大

学

愛

媛

大

学

高

知

大

学

福

岡

教

育

大

学

九

州

大

学

九

州

工

業

大

学

佐

賀

大

学

長

崎

大

学

熊

本

大

学

大

分

大

学

宮

崎

大

学

鹿

児

島

大

学

鹿

屋

体

育

大

学

琉

球

大

学

政

策

研

究

大

学

院

大

学

総

合

研

究

大

学

院

大

学

北

陸

先

端

科

学

技

術

大

学

院

大

奈

良

先

端

科

学

技

術

大

学

院

大

私立大学

2,045,109人

73%

公立大学

128,839人

5%

国立大学

608,475人

22%

② 国立大学の学生数（大学別）

個々の国立大学法人の規模、特性、状況等は千差万別であり、国民が各法人に期待
する役割等も同じではないことから、大学の機能別分化を進めるため、法人の特性を
踏まえた一層の個性化が求められている。

出典１①：文部科学省「学校基本調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」より作成
出典１②：平成20年５月現在、文部科学省調べ



整備目標(540万㎡)の達成に向けて、全体として399万㎡(74%)と一定程度整備は進捗しているが、
目標達成に向け残り141万㎡の整備が必要。

整 備 目 標 400 万㎡ 80 万㎡ 60 万㎡ 540 万㎡ 1兆2,000 億円

平 成 １ ７ 年 度 補 正 18.4万㎡ 0.3万㎡ 0.0万㎡ 19万㎡ 304億円

平 成 １ ８ 年 度 当 初 6.9万㎡ 3.3万㎡ 11.1万㎡ 21万㎡ 896億円

平 成 １ ８ 年 度 補 正 85.4万㎡ 0.5万㎡ 0.0万㎡ 86万㎡ 1,208億円

平 成 １ ９ 年 度 当 初 8.8万㎡ 3.1万㎡ 10.3万㎡ 22万㎡ 906億円

平 成 １ ９ 年 度 補 正 62.1万㎡ 0.0万㎡ 0.0万㎡ 62万㎡ 889億円

平 成 ２ ０ 年 度 当 初 11.0万㎡ 2.6万㎡ 11.5万㎡ 25万㎡ 921億円

平 成 ２ ０ 年 度 補 正
（ 1 次 ） 47.9万㎡ 0.0万㎡ 0.0万㎡ 48万㎡ 677億円

平 成 ２ ０ 年 度 補 正
（ ２ 次 ） 19.6万㎡ 0.5万㎡ 0.0万㎡ 20万㎡ 220億円

平 成 ２ １ 年 度 当 初 10.4万㎡ 3.7万㎡ 11.0万㎡ 25万㎡ 834億円

平 成 ２ １ 年 度 補 正 14.9万㎡ 9.8万㎡ 0.0万㎡ 25万㎡ 581億円

第 １ 次 ５ か 年 計 画 実 績
計 上 の Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 相 当 額 － － － － △256億円

【71%】 【30%】 【73%】 【65%】 【60%】
285.4万㎡ 23.8万㎡ 43.9万㎡ 353万㎡ 7,180億円

《新たな整備手法による整備》

平 成 １ ８ 年 度 2.0万㎡ 7.2万㎡ 0.3万㎡ 10万㎡ 251億円

平 成 １ ９ 年 度 7.6万㎡ 9.4万㎡ 0.4万㎡ 17万㎡ 498億円

平 成 ２ ０ 年 度 4.4万㎡ 11.3万㎡ 3.1万㎡ 19万㎡ 462億円

小　　計 14.0万㎡ 27.9万㎡ 3.8万㎡ 46万㎡ 1,211億円

【75%】 【65%】 【78%】 【74%】 【70%】
299万㎡ 52万㎡ 47万㎡ 399万㎡ 8,391億円

注１）合計欄の【 】書は、整備目標に対する進捗率を示す。

注２）自助努力分による整備は、平成18～20年度のフォローアップを計上。

注３）自助努力分による整備の金額には、国費分も含む。

注４）第1次5か年計画実績計上済みのＰＦＩ事業支払相当額（平成18～21年度予算分）。

小　　計

整 備 面 積

合　　　計

区分 施設整備費

老朽再生整備 狭隘解消整備 大学附属病院の再生 合　　計

（２）第２次５か年計画の進捗状況等（２）第２次５か年計画の進捗状況等

① 全体の進捗状況

59② 整備対象別にみた進捗状況（老朽再生整備）

③ 整備対象別にみた進捗状況（狭隘解消整備）

人材養成機能を重視

した基盤的施設

279万㎡

卓越した

研究拠点

20万㎡

整備目標

（残り）

101万㎡

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

老朽改善

人材養成機能を重視

した基盤的施設

32万㎡

卓越した

研究拠点

20万㎡

整備目標

（残り）

28万㎡

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

狭隘解消

整備目標400万㎡

整備目標80万㎡

（21年度末推計）

（21年度末推計）

※教育研究基盤施設の老朽再生整備について、整備内容ごとに内訳を集計

※教育研究基盤施設の狭隘解消整備について、整備内容ごとに内訳を集計

出典２①②③ 文部科学省調べ



59

④ 耐震性能別にみた老朽再生整備の進捗状況

※第２次５か年計画策定時に必要とされた整備需要に対する進捗状況を示し、赤く囲った部分は残りの面積を示す。
※このうち、Is値0.4以下の施設については、「1995年兵庫県南部地震を経験した学校建築の内、第二次診断におけ
るIs値が0.4以下の建物の多くは倒壊又は大破した」（財団法人日本建築防災協会）ことから、平成18年３月に本協力

者会議がまとめた報告書において、最重要課題として緊急に取り組む必要性が指摘され、第２次５か年計画において
も、整備需要280万㎡全体の耐震性の確保を目指している。

47万㎡

238万㎡

126万㎡

213万㎡

42万㎡

14万㎡

0 50 100 150 200 250 300

Is≧0.7

0.4＜Is＜0.7

Is≦0.4

整備面積 計画策定時の需要※

（21年度末推計）

全体の需要
約280万㎡

全体の需要
約260万㎡

全体の需要
約140万㎡

老朽再生整備全体
の需要 約680万㎡

（２）第２次５か年計画の進捗状況等（２）第２次５か年計画の進捗状況等

第２次５か年計画の整備

619 606 638 708 758 804 830 757 720 667

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21推計 H22推計

（万㎡） 経年２５年以上【要改修】 経年２５年以上【改修済】 老朽再生 経年２５年未満 狭隘解消

１次５か年実績
【狭隘解消】

１次５か年実績
【老朽再生】

２次５か年実績
【老朽再生】

２次５か年実績
【狭隘解消】

第２次５か年計画に基づき、老朽再生を最重要課題として整備を進めており、平成２２年の状況を推計すると、平成１８年
当時より要改修面積が157万㎡減少するが、依然として647万㎡の機能改善等が必要な施設が残る。

※１次５か年計画の実績は、保有面積の増加分を狭隘解消、その他を老朽再生として整理
※推計は、H19補正予算～H21補正予算による整備見込みとH20の新たな整備手法による整備をもとに算出したもの

各年5月１日現在

国立大学等施設緊急整備５か年計画 第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画

５か年計画の整備

647

H20末推計 H21末推計 H23

各年５月１日現在

⑤ 国立大学等施設緊急整備５か年計画による整備の推移

出典２④⑤ 文部科学省調べ



国立大学における学生定員の推移
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（
千
人

）

総定員数（編入学定員除く） 学部定員数（編入学定員除く） 大学院定員数

最大値
428（H8）

最大値
523（H19）

最大値
126（H19

218

249

204

227

312

355

416

358

509

427

124

395

519 523509

463

401 400 397 39

126

（３）国立大学法人における学生定員と必要面積等の推移（３）国立大学法人における学生定員と必要面積等の推移

① 国立大学法人における学生定員の推移
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（万㎡）

必要面積

保有面積は教育研究を行うために必要
な面積の９割程度にとどまっている。

※必要面積：教育研究環境の一定の水準を確保するため、学生・教職員数等に基づいて算出された目安となる面積

平成20年5月１日現在

② 国立大学法人等施設における必要面積及び保有面積の推移

保有面積

学生定員の増加等に伴い、必要
面積は増加傾向にある。

出典３①② 文部科学省調べ



（４）耐震化の推進（４）耐震化の推進

① 現在までに評価を公表した主な断層帯で発生する地震及び海溝型地震

出典４① 政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会作成

○国は基本方針を作成し、地方公共団体は耐震改修促進計画を作成

（耐震改修促進法の改正のポイント）

近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など大規模地震が頻発
どこで地震が発生してもおかしくない状況

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発生の切迫性
いつ地震が発生してもおかしくない状況

○道路を閉塞させる住宅等に指導、助言を実施
○地方公共団体による指示等の対象に学校、老人ホーム等を追加

（現行の指示等は、百貨店、劇場など不特定多数利用の建築物が対象）

○地方公共団体の指示に従わない特定建築物を公表
○倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令

○耐震改修計画の認定対象※に一定の改築を伴う耐震改修工事等を追加
○耐震改修支援センターによる耐震改修に係る情報提供等

住宅及び特定建築物※の
耐震化率の目標 約７５％→９割

東海・東南海・南海地震の
死者数等を１０年後に半減

中央防災会議「地震防災戦略」 地震防災推進会議の提言

頻発

切迫

計画的な耐震化の推進

支援措置の拡充

※特定建築物：一定規模以上の多数利用の建築物
（学校、病院、百貨店など）

※耐震改修計画の認定により、耐震関係規定以外の不適格事項が適用されないという、建築基準法上の特例が受けられる。

② 建築物の耐震改修の促進

建築物に対する指導等の強化

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律
（平成１７年１１月７日公布）

1 基本的な事項

2 耐震化の目標（住宅・特定建築物）
○現状の75パーセントを、平成27年までに少
なくとも9割にすることを目標。
※特定建築物：一定規模以上の多数利用の建築物
（学校、病院、百貨店等） 大学は３階以上・1,000㎡

3 技術上の指針

4 啓発及び知識の普及

5 都道府県耐震改修促進計画の内容

（都道府県は遅くとも１年以内を目途に策定）

《主な内容》
・耐震化の目標
・公共建築物について速やかな耐震診断、
結果の公表、整備プログラム策定等

・耐震診断・改修の促進を図るための施策
・避難者等の通行を確保すべき道路
・建築物の所有者に対する指導等の考え
方

・地震防災マップ、相談体制の整備等
・都道府県内の市町村耐震改修促進計画
の策定

建築物の耐震診断及び耐震改修の
促進を図るための基本的な方針

（平成18年1月国土交通省告示第184号）



（５）地球環境問題への対応（５）地球環境問題への対応

① 世界規模及び大陸規模の気温変化 ② 今後の気温上昇の予測

出典５①② 環境省「平成20年版環境・循環型社会白書 」
出典５③ 環境省HP： http://www.env.go.jp/earth/ondanka/kptap/plan.html

（平成17年4月28日閣議決定、平成18年7月11日一部変更、平成20年3月28日全部改定）

③ 京都議定書目標達成計画の概要



出典②

エネルギー消費原単位：
エネルギー使用量を、「生産数量又は建物
床面積その他エネルギー使用量と密接な関
係を持つ値」で除したもの（本調査研究では、
建物床面積で算出）
１次エネルギー ：
建物で使用する電力・ガス・石油等のエネル
ギーを、天然ガス・石油等の一次化石燃料
レベルでのエネルギーに換算したもの。
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物販店

飲食店
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病院

集会所

事務所

大学等

中学校

小学校

床面積あたり一次エネルギー消費量（MJ/年・㎡）

電力 ガス 石油

3225

2923

2918

2399

2212

1936

1209

302

292
小中学校の一次エネルギー消費量は、大学等の1/4、

事務所から物販店など業務系建物の1/4から1/10

用途 電力 ガス 石油 合計 資料数 年度

物販店 2967 226 32 3225 20 2003年度

飲食店 2601 292 29 2923 28 2003年度

ホテル 1926 554 438 2918 50 2003年度

病院 1607 360 432 2399 45 2003年度

集会所 1770 310 133 2212 188 2003年度

事務所 1704 213 19 1936 558 2003年度

大学等 1064 109 36 1209 28 2003年度

中学校 254 15 33 302 211 2006年度

小学校 223 33 36 292 514 2006年度

（６）学校施設のエネルギー消費の実態等（６）学校施設のエネルギー消費の実態等

① 建築用途別のエネルギー消費原単位

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
0

CO2排出量 [百万t-CO2/年]

2

4

年

大学

小学校

中学校

高等学校

8

6

70%減少
（1990年比）

最新の環境対策

電力分野の努力

中長期の環境対策 22%減少
（1990年比）

47%減少
（1990年比）

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
0

CO2排出量 [百万t-CO2/年]

2

4

年

大学

小学校

中学校

高等学校

8

6 10%増加
（1990年比）

【現状維持のケース】

【最大限に努力したケース】

■ 「現状維持のケース」、「最大限に努力したケース」において、学校施
設の運用時のCO2排出量の推計を行った。

■ ここで言う「最大限に努力したケース」とは、「最新の環境対策による
削減量」、「中長期的な環境対策による削減量」、「電力分野の努力によ
る削減量」を差し引いたものである。

■ 推計には、ストック床面積の推計結果に、床面積当りエネルギー消費

量の統計値及び質的変化・多目的化や環境対策による床面積当りエネ
ルギー消費量の変化率を用いた。

■ 最新の環境対策や中長期的な環境対策の実施といった「学校側の努
力」と「電力側の努力」の双方の努力により、大幅なCO2排出量削減の

可能性が示された。

1章 将来シナリオの設定

2章 ストック床面積の予測 3章 床面積当りエネルギー
消費量のデータベース

4章 エネルギー消費量/CO2排出量のマクロ推計

(床面積) × (床面積当り消費量/排出量)
←(エネルギー構成比)
←(CO2原単位)

【マクロ推計のフレームワーク】

② ＣＯ2排出総量のマクロ推計

出典① 国立教育政策研究所 文教施設研究センター調べ（2006年度値） 及び日本ビルエネルギー総合技術管理協会調査結果（2003年度値）により
学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議「環境を考慮した学校づくり検討部会」の伊香賀委員作成

出典② 上記「環境を考慮した学校づくり検討部会」の伊香賀委員作成
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(各年5月1日現在)

留学生総数
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国費留学生数(内数)
外国政府派遣留学生数(内数)

（７）高等教育の国際化（７）高等教育の国際化

① 我が国の高等教育機関に在籍する外国人留学生数の推移

② 出身地域別留学生数

出典７① 独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査結果」
出典７② 社団法人国立大学協会「国立大学の留学生」より文部科学省「学校基本調査2008」を集計
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① 国立大学における産学連携の伸び率 ② 民間企業等との共同研究の実施状況

生産誘発効果 ⇒ ４００億円４００億円 ～～ ７７０００億円０億円
雇用創出数 ⇒ ６，０００人６，０００人 ～～ ９，０００人９，０００人

大学の教育研究の継続性から、その経済波及効果経済波及効果はは持続的かつ安定的持続的かつ安定的に生じる

〈〈参考参考〉〉大学以外の経済効果大学以外の経済効果

県域内への効果 生産誘発額 雇用創出数

九州新幹線
開業による効果 １６６億円 -

東北地方
プロ野球チーム ９７億円 ８７６人

九州地方
Ｊ１リーグ・サッカー

チーム
２４億円 -

生産誘発額 雇用創出数
税収効果

（上段：県税）
（下段：県内市町村税）

東北地方
中規模総合大学 ４０７億円 ６，７８３人

４．２億円
３．１億円

関東地方
中規模総合大学 ５９７億円 ９，１１４人

５．２億円
４．３億円

近畿地方
中規模総合大学 ４２８億円 ６，８９５人

３．７億円
３．０億円

中国地方
中規模総合大学 ６６７億円 ９，００７人

５．６億円
５．０億円

【効果の大きい産業の例】
商業［卸売や小売店］、不動産［住宅賃貸、仲介業など］、化学製品［製薬メーカーなど］、対個人サービス［飲食
店、ホテル、娯楽サービスなど］、食料品［食品や酒類の製造など］、運輸［バス、タクシー、トラック運送、鉄道
など］

【事例】 地方国立大学の経済効果

１大学当たり

（９）地域活性化への貢献（９）地域活性化への貢献

出典８① 『国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果（平成18事業年度）（平成19年11月内閣府（科学技術政策・イノベーション担当））』より
出典８② 平成平成１９年度大学等における産学連携等実施状況について
出典９ 『地方大学が地域に及ぼす経済効果分析』（日本経済研究所、平成19年３月）



教 育

研 究 診 療

○ 専門性の高い高度医療の

提供（国民にとって最後の砦）

○ 難治性疾患の治療

○ 遠隔医療等を通じた地域

医療支援

○ 地域医療機関に対する

医師の供給 等

地域の中核病院としての地域の中核病院としての

質の高い医療の提供質の高い医療の提供

（医療提供機能）（医療提供機能）

将来の医療を担う医療人の教育・養成将来の医療を担う医療人の教育・養成

（教育研修機能）（教育研修機能）

○ 医学部生の臨床教育

○ 卒後（医師免許取得後）の臨床（専門）

研修を通じた専門医の養成

○ コ・メディカルスタッフ（看護師、薬剤師

等の医療技術職員）を目指す学生への

卒前実習や卒後の研修

○ 難治性疾患の原因究明

○ 新しい診断法・治療法の開発

○ 治験等を通じた新薬の

開発

臨床医学発展と医療技術臨床医学発展と医療技術

水準の向上への貢献水準の向上への貢献

（研究開発機能）（研究開発機能）

国立大学病院

使命・役割使命・役割

（１０）医療の高度化や地域医療の機能強化（１０）医療の高度化や地域医療の機能強化

① 大学病院の使命・役割と機能

191,292
195,314

209,240

213,773

234,565

239,497

259,175

247,707 247,029

238,498

191,000

201,000

211,000

221,000

231,000

241,000

251,000

261,000

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

15,584件

14,237件

12,228件

12,481件

47,445人

70,112人68,291人

65,711人

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H16 H17 H18 H19

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000分娩件数

救急車搬送患者数
件

人

② 国立大学附属病院の手術件数（Ｈ１０～１９）

③ 国立大学附属病院における分娩数・救急搬送件数の増加

出典１０② 文部科学省医学教育課作成
出典１０③ 国立大学附属病院長会議調べ



 

 

 

【教育機能の発展～優れた人材の育成など】 
 

・「知」の創造・継承・発展に貢献できる人材を育成する。こうした観点から、国際的競争力を

持ち、世界の英知が結集する教育研究拠点を重点的に形成するとともに、大学の教育研究の高

度化を促す。 

・優れた人材の育成や創造的・先端的な研究開発を推進するため、大学等の施設・設備について、

安全性の確保だけでなく、現代の教育研究ニーズを満たす機能を備えるよう、重点的・計画的

な整備を支援する。 

（「教育振興基本計画」平成 20 年 7 月 1日閣議決定） 

 

 ・教育のグローバル化と創造性に富んだ科学技術人材の育成 

我が国が世界規模の課題の解決に向けてリーダーシップを発揮し、世界の発展に貢献してい

くとともに、今後も様々な分野で成長を続け、国際競争力を維持・強化していくために、国家

戦略としての人材育成に取り組んでいくことが必要である。 

魅力ある理数教育の推進―教員養成課程を有する大学における実験・実習用の施設・設備を

充実する。 

（「教育再生懇談会－第四次報告－」平成21年5月28日教育再生懇談会） 

 

・教育環境の面では、少人数指導の推進（教員一人当たり学生数の比率の維持向上等）、支援ス

タッフや情報通信技術等の活用、豊かな課外活動や自習を可能とする施設・設備の整備など、

双方向性を確保した教育システムが欠かせない。 

・少人数指導の推進や情報通信技術の活用などに必要な施設・設備の整備を含め、教育方法の改

善に向けた優れた実践を支援する。 

（「学士課程教育の構築に向けて」平成20年12月24日中央教育審議会答申） 

 

・大学・大学院の抜本的な改革 ～世界トップレベルの大学・大学院を作る～ 

イノベーションを創出し国際競争を勝ち抜くためにも、教育研究施設・設備を整備する。 

（「社会総がかりで教育再生を -第三次報告-」平成19年12月25日教育再生会議） 

 

・大学・大学院の抜本的な改革 ～世界トップレベルの大学・大学院を作る～ 

我が国が、成長力を高め、国際競争に打ち勝っていくためには、教育においても、世

界トップレベルの大学・大学院を作ることが必要であり、「学生の立場に立った」教育

組織としての抜本的な改革が必要である。 

（「社会総がかりで教育再生を -第三次報告-」平成19年12月25日教育再生会議） 

 

・経済・社会の複雑化等に伴い、より実践的な知識・技能及びその高度化が求められるなか、高

等教育段階における職業教育の重要性が高まっております。（中略）このようななか、各高等

教育機関それぞれの目的・役割を明確化するとともに、学生等の社会・職業への円滑な移行に

向けた教育システムを形成するといった観点から、例えば多様なニーズに対応するための職業

教育に特化した新たな高等教育機関の創設も含め、高等教育における職業教育の在り方につい

て、ご検討をお願いいたします。 
（「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」 

平成20年12月24日中央教育審議会諮問） 

４．国立大学法人等施設整備を進めるにあたり配慮が必要な主な答申・報告等 



【研究機能の発展～イノベーションの創出など】 

（基礎科学力強化） 

・世界レベルの人材が集まる魅力ある研究環境の整備 

・優れた人材育成と研究開発のための施設・設備整備、専門スタッフ等の充実 

（「基礎科学力強化総合戦略構想」平成20年12月24日文部科学大臣発表） 

 

・＜研究開発の強化等＞将来のイノベーションの源泉となる基礎科学力強化や出口を見据えた

研究開発の促進に取り組む。また、「研究開発力強化法」に基づき、産学官連携の強化、研

究成果の実用化促進、研究支援体制強化、多様な人材の育成を図るとともに、次期科学技術

基本計画の策定に向けた検討を進める。 

（「経済財政改革の基本方針２００９」平成21年6月23日閣議決定） 

 

（イノベーションの創出・加速） 

・＜魅力発揮＞我が国の経済成長の鍵を握る人財力の強化・技術力の発揮を目指し、研究施設・

設備の整備や研究支援者等の活用による研究環境の抜本的な改善を図る。 

世界トップレベルの研究環境実現 

・世界最先端研究開発インフラへの刷新（５つの拠点を2016 年に世界トップレベル研究拠

点に。蓄電池、太陽電池、ナノテク等の世界的拠点の整備。多様な研究開発活動を支える

研究基盤の整備・高度化） 

・大学等施設設備の老朽化対策・高度化の推進 

（「未来開拓戦略」平成21年4月17日内閣府・経済産業省） 

 

・国全体の学術研究の発展の観点からは、大学の枠を越えて研究者の知を結集させる共同利用・

共同研究の拠点（国際的な拠点を含む）を支援していくことが特に重要である。 

（「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ」 

 平成20年5月27日科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会） 

 

・革新的技術の推進のための新たな仕組みの整備 

革新的技術による成長を実現するためには、組織の壁を越えて優れた人材を結集するとと

もに、府省の枠を越えて連携して研究資金投入を行うことにより、オールジャパン体制で研

究開発を加速し、イノベーション創出につなげることが不可欠である。 

   ・革新的技術を持続的に生み出す環境整備 

世界最先端の研究施設・拠点に優れた外国人を受け入れるための魅力ある研究・生活環境

を整備する 

（「革新的技術戦略」平成20年5月19日総合科学技術会議） 

 

・イノベーションを起こすには、その出発点である大学等の基礎研究の機能を格段に高め、国際

競争力を強化する必要がある。そのためには、世界トップレベルの研究拠点を、従来の発想に

とらわれることなく構築し、世界の頭脳が集い、優れた研究成果が生み出され、人材を育む「場」

を我が国に作っていく必要がある。 

・イノベーションの担い手となる国際的に通用する質の高い人材を育成するためには、我が国の

大学において、国際的にも魅力のある大学院を構築するとともに信頼される学部教育を実現し、

大学の国際競争力を高めることが重要である。このため教育研究の基盤を支える基盤的資金は

確実に措置しつつ、以下の取組を促進する。 

－大学の施設環境を国際的な水準の魅力あるものとしていくための整備。 

（長期戦略指針「イノベーション 25」 平成 19 年 6 月 1日閣議決定） 



・優れた研究を生むには、（中略）、革新的な研究拠点など魅力的な研究環境が整備されなくて

はならない。このため、（中略）、評価結果の次の資金配分への反映、基盤施設・設備の充実、

先端機器の官民共同開発及び共用、若手研究者に魅力ある研究環境の整備等を進める。 

（「成長力加速プログラム」平成19年4月25日経済財政諮問会議） 

 

 （若手研究者のための環境整備） 

・＜魅力発揮＞世界トップレベルの研究環境実現 

世界トップレベルの研究者・優秀な若手研究者の招聘、及びその促進に必要な支援の強化、

並びに若手研究者の育成（以下略） 

（「未来開拓戦略」平成21年4月17日内閣府・経済産業省） 

 

   ・国からの支援を受けて世界最先端の研究を進める大学においては、その責務として、国際的に

通用する教育環境の整備に向け、（中略）、若手研究者のための研究スペースの確保等、他大

学に先駆けて様々な教育研究環境の整備を率先して行う。 

 （「教育再生懇談会－第四次報告－」平成 21 年 5 月 28 日教育再生懇談会） 

 

・若手研究者の自立的な研究環境の構築や女性研究者が出産・育児等で研究活動に支障を来さず

能力を発揮できるよう、研究や生活環境の整備を図る。 

（長期戦略指針「イノベーション 25」平成 19 年 6 月 1日閣議決定） 

 

【産学官連携の強化】 
 

・各大学等においては、産学官連携活動についても、教育・研究と新たな社会価値の創造の三要

素についてバランスの取れた一体化を図る視点に立ち、それぞれが定める使命に即して、主体

的かつ多様な取組を、戦略的に展開することが望ましい。 

・事業化支援機能の強化 

     大学発ベンチャー創出のためには、ベンチャー創出の核となる技術を中心として継続的に技

術開発を行っていくことに加えて、（中略）インキュベーション施設の確保を含む各種支援機

能の充実を図ることが不可欠である。 

（「イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて」 

 平成19年8月31日科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会） 

 

【地域連携・社会貢献】 
 

・大学は教育と研究を本来的な使命としているが、同時に，大学に期待される役割も変化しつつ

あり、現在においては、大学の社会貢献(地域社会・経済社会・国際社会等、広い意味での社会

全体の発展への寄与)の重要性が強調されるようになってきている。当然のことながら、教育や

研究それ自体が長期的観点からの社会貢献であるが、近年では、国際協力、公開講座や産学官

連携等を通じた、より直接的な貢献も求められるようになっており、こうした社会貢献の役割

を、言わば大学の「第三の使命」としてとらえていくべき時代となっているものと考えられる。 
（「高等教育の将来像」平成 17 年 1 月 28 日中央教育審議会答申） 

 
 ・老朽化した地方大学等の施設について、耐震性を向上させるなど安全・安心な環境への再生、

教育研究の高度化に対応した機能の向上等を支援することにより、優秀な学生や研究者を惹き

つける魅力ある環境に再生し、地域における産業、医療等を支えるための人材を育成するとと

もに、地方大学等の人材や知的財産を地域社会・産業界との連携により活用し、地域の社会・

経済の発展等に貢献する。 

 （「地域の知の拠点再生プログラム」平成 18 年 2 月 15 日地域再生本部決定） 



 ・地域経済の持続的な発展のためには、(中略)、地域の大学等と連携したイノベーションの推進、

(中略) 等による地域の産業活性化の推進が不可欠である。 

 （「地域再生総合プログラム」平成 19 年 2 月 28 日地域再生本部決定） 

 

【国際化の推進】 
 

 ・急速に進む社会や産業界のグローバル化の中で、大学の教育研究機能が、社会の発展を支える

重要な要素のひとつとして、我が国の国際競争力を高めることに貢献することが求められてい

る。 

   （「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告－大学教育の構造転換に向けて－」 

 平成21年6月15日中央教育審議会大学分科会） 

 

 ・「留学生30万人計画」の実現に向け、（中略）、複数の大学が共同で利用する留学生宿舎や、

日本人学生と留学生が共同で生活できる留学生宿舎の整備など、留学生受入れのための環境整

備を着実に推進する。 

 （「教育再生懇談会－第四次報告－」平成 21 年 5 月 28 日教育再生懇談会） 

 

・日本をより世界に開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡

大する「グローバル戦略」を展開する一環として、2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指

す。その際、高度人材受入れとも連携させながら、国・地域・分野などに留意しつつ、優秀な

留学生を戦略的に獲得していく。 

・受入れ環境づくり～安心して勉学に専念できる環境への取組～ 

宿舎確保の取組など留学生が安心して勉学に専念できる受入れ環境づくりを推進する。大学等

が各関係機関と連携し、短期留学を含め渡日後１年以内の留学生に宿舎を提供できるよう、

大学の宿舎整備、（中略）等の多様な方策を推進。 

（「留学生30万人計画骨子」平成20年7月29日 

 文部科学省、外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省） 

 

・アジア高度人材ネットワークのハブを目指した留学生政策の再構築 

＜新たな留学生戦略策定に向けた基本方針＞ 

短期留学生受入れ促進 
数週間～１年未満の短期交換留学の拡大が、欧米先進国を中心に世界的な潮流となってきて

いることを踏まえ、大学の短期留学プログラム開発や留学生用宿舎整備・確保を支援する。 
（「アジア・ゲートウェイ戦略会議」平成19年5月16日アジア・ゲートウェイ戦略会議） 

 

【地球環境問題への貢献～地球温暖化対策・低炭素社会の構築】 
 

・＜低炭素革命＞低炭素革命を世界に先駆けて実現することを目指し、積極的にライフスタイル

やインフラを転換させていくことで、経済成長への制約を逆に新たな需要の創出源とすること

が求められる。 

  太陽光発電・省エネ世界一プラン 

  ・太陽光発電の導入抜本加速 

  ・建築物のゼロエミッション化の加速的展開 

  ・革新的蓄電池、太陽光発電、超伝導、ナノテク、グリーンＩＴ、革新的材料等の技術開発

の世界的拠点を緊急整備 

（「未来開拓戦略」平成21年4月17日内閣府・経済産業省） 



 

・＜低炭素革命＞太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020年頃に再生可能エネルギーの対最終エ

ネルギー消費比率を世界最高水準の20％程度へ、太陽光発電を20倍程度へ）（中略）を推進す

る。 

 主な施策；太陽光発電の導入抜本加速、建築物のゼロエミッション化の加速的展開、温室効果

ガス排出の少ない省エネ機器等の加速的普及。原子力教育の推進。 

（「経済財政改革の基本方針2009」平成21年6月23日閣議決定） 

 

・低炭素社会を目指し、2050年までに世界全体で温室効果ガス排出量の半減を実現するためには、

主要経済国はもちろん、世界のすべての国々がこの問題に取り組む必要があり、日本としても

2050年までの長期目標として、現状から60～80％の削減を行う。 

また、2050年半減という長期目標を実現するため、世界全体の排出量を、今後10年から20年程

度の間にピークアウトさせる。（中略） 

・学校教育においては、（中略）環境を考慮した学校施設の整備等により環境教育・ＥＳＤを一

層推進する。高等教育では、環境リーダー育成プログラムの実施や、産学官民連携コンソーシ

アム等を通じアジアの環境人材を育成する。 

（「低炭素社会づくり行動計画」平成 20 年７月 閣議決定） 

 

【キャンパス環境の充実～学生支援の視点】 
 

   ・従来、大学の在り方に関する議論では、教育と研究が着目されてきた。しかしながら、学生支

援や学習環境整備について、十分な議論がなされてきたとは言えない。 

    この場合、学生支援とは、経済的支援にとどまらず、履修指導や、進路・就職相談等を含む。

また、正課外教育の在り方、例えば、図書館等の学習環境や、部活動を含むキャンパスライフ

についても、質保証の観点からの検討が求められる。 

   ・学生支援や学習環境支援の充実に当たっては、学生の多様化が進展している現状や、国の内外

から幅広い年齢層の者が、学生や教員・研究者として集い、相互に交流しながら、学んでいく

場をどう整えるかが課題となる。 

    （「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告－大学教育の構造転換に向けて－」 

 平成21年6月15日中央教育審議会大学分科会） 

 

【附属病院の機能強化】 
 

・医療人養成の中核的機関である大学・附属病院の運営基盤を強化するとともに、地域の利用機

関との密接な連携体制の構築を通じた医療分野における大学等の地域貢献の取組を支援 

（「教育振興基本計画」平成20年7月1日閣議決定） 

 

・＜健康長寿＞地域が直面する医師不足等の問題を解消し、医療機関の機能強化と医療と介護等

の途切れのない連携、関連健康サービス産業間の連携を図るなど地域医療・健康増進体制を抜

本的に再構築するため、以下の重点プロジェクトを実施する。 

  ・災害拠点病院等の耐震化 

・地域医療の最後の砦である大学病院の機能強化 

（「未来開拓戦略」平成21年4月17日内閣府・経済産業省） 

 

   ・＜健康長寿＞地域医療強化・健康産業創出プランを推進する。 

    主な施策；地域医療の再生、大学病院の機能強化、医療拠点病院の強化等。 

（「経済財政改革の基本方針2009」平成21年6月23日閣議決定） 



 

【高等専門学校施設の基盤の強化】 
 

・高等専門学校の機能の充実を図るためには、基盤的経費を確実に措置するとともに、施設・

設備の更新・高度化や優秀な教員の確保等が不可欠であり、これらの教育研究基盤の充実を

図る。 

   ・実践的・創造的技術者の養成を担う国立高等専門学校の重要性や、施設の整備状況を踏まえ、

毎年度の施設整備予算を安定的に確保するなど、計画的な整備を支援していくことが必要で

ある。 

   （高等専門学校教育の充実について 平成20年12月24日中央教育審議会） 

 

【人口減少期における我が国の大学の全体像】 
（大学の機能別分化・教育・学生支援分野における共同利用） 

 

   ・人口構造・産業構造・社会構造等が大きく変わる中、大学教育の構造転換に積極的に取り組む

ことが必要であり、そうした構造転換を想定しつつ、量的規模について検討することが求めら

れる。（中略） 

＜機能別分化の促進＞ 

・大学を取り巻く環境が大きく変化する中、「将来像答申」では、機能別分化の分類として、(a)

世界的研究・教育拠点、(b)高度専門職業人養成、(c)幅広い職業人養成、(d)総合的教養教育、

(e)特定の専門的分野（芸術、体育等）の教育・研究、(f)地域の生涯学習機会の拠点、(g)社

会貢献機能（地域貢献、産学官連携、国際交流等）の７つを掲げている。 

・規模の検討に当たっては、各大学が、それぞれの地域や社会等の期待に応えながら発展してい

くことを想定し、大学の機能別分化の促進について具体的な検討を進めるべきである。 

  （中略） 

＜教育・学生支援分野における共同利用拠点の創設＞ 

・大学教育の一層の充実を図る観点からは、各大学が自らの強みを持つ分野へ取組を集中・強化

するとともに、他大学との連携を進めることによって、大学教育全体としてより多様で高度な

教育を展開していくことが重要である。このため、各大学が連携協力し、それぞれが有する人

的・物的資源を共同利用し、その有効活用を図る取組の一層の促進を図ることが求められる。 

    （「中長期的な大学教育の在り方に関する第一次報告－大学教育の構造転換に向けて－」 

 平成21年6月15日中央教育審議会大学分科会） 

 



 

 

 

国立大学法人等施設を維持・整備するためには、初期性能を維持するために必要な

維持管理に係る経費と施設の機能向上のために必要な改修等に係る経費が必要であ

る。現在の保有施設を整備するために係る経費を、一定の仮定のもとに試算すると以

下のとおりとなる。 

 

（１）維持管理に係る費用【実績】（参考１） 

 

①維持管理費※１ 3,140 円/㎡・年 808 億円/年

②水道光熱費※2 2,570 円/㎡・年 663 億円/年

計 5,710 円/㎡・年 1,471 億円/年

 

※１ 維持管理費は、平成 19 年度の財務諸表及び維持管理費に関するサンプル調査から 

試算 

※２ 水道光熱費は、平成 19 年度の財務諸表の額 

 

※ 維持管理（維持保全）：施設の全体又は部分の初期性能・機能を使用目的に適合するよう 

維持する行為（修繕、清掃、警備、緑地管理、点検、保守、診断、

運転・監視等を行うこと） 

 

（２）機能向上に係る費用【試算】（参考２､３） 

   改修・改築に係る費用  約 8,570 円/㎡・年    約 2,210 億円/年 

 

下記のとおり改修等の周期を仮定し、現在保有している施設の改修等を行うと

した場合に必要となる費用を算出。 

【試算の仮定】 

新耐震基準※４：25 年毎に改修 

旧耐震基準※４：概ね築後 60 年で改築※５ 

附属病院：今後 10 年間の再開発事業を推計 

基幹設備：15 年サイクルで更新 

 
※４ 改修単価は 15 万円/㎡、改築単価は 30 万円/㎡と仮定し、今後 30 年間を推計し、

年間の平均額を算出 

※５ 未改修施設は今後 10 年で改修、改修後 25 年で改築。ただし、築後 50 年を経過し

たものは今後 10 年で改築すると仮定 

 

 

※ 推計には、新たなニーズ等に対応するための新増築に係る費用は含んでいない 

※ 国立大学法人等の保有面積約 2,575 万㎡（平成 20 年 5 月１日現在） 

（参考）平成 20 年度の予算実績（新増築に係る費用を含む） 

・施設整備費補助金（財政融資資金含む）  7,060 円/㎡・年 1,818 億円/年 

（当初予算：412 億円、補正予算：897 億円、財政投融資資金：453 億円、施設費交付金：56 億円）

６．国立大学法人等施設の整備に係る費用について（試算） 



 

（参考１）国立大学法人等施設の維持管理等に係る経費の試算 

 

 

 

 
財務諸表等に 

よる実績単価 

財務諸表等に 

よる実績額 

例１ 

某私立大学の実績 

例２ 

官庁施設の試算※2 

維持管理費※１ 3,140 円/㎡ 808 億円 7,580 円/㎡ 5,750～4,450 円/㎡

水道光熱費 2,570 円/㎡ 663 億円 3,070 円/㎡ 2,160 円/㎡

計 5,710 円/㎡ 1,471 億円 10,650 円/㎡ 7,910～6,610 円/㎡

 

 
※１ 平成１９年度の財務諸表（出典：「平成２０年度版 国立大学の財務」独立行政法人国立大

学財務・経営センター発行等）及び維持管理費に関するサンプル調査から試算 

〔維持管理費：点検保守費、運転監視費、廃棄物処分費、清掃費、警備委託費、電話交換

業務費、緑地管理費、修繕費等（一部改良を含む）〕 

※２ 建築保全センター資料の試算単価 

＜出典＞「平成１７年版 建築物のライフサイクルコスト」監修：国土交通省大臣官房官

庁営繕部、編集・発行：財団法人建築保全センター、発行：財団法人経済調査会

（2005 年 9 月 1日発行） 

 

 

（参考２）耐用年数の考え方 

 

○建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

鉄筋コンクリート造 
用途 

高品質の場合 普通品質の場合 

学校 Y。100 以上 Y。60 以上 

 

○目標耐用年数の級の区分の例 

級 代表値 範囲 

Y。100 100 年 80～120 

Y。60 60 年 50～80 

 
＜出典＞「建築物の耐久計画に関する考え方」編集・発行：社団法人日本建築

学会（1988 年 10 月 10 日発行） 

 

 

平成 19 年度の維持管理費等の実績 

保有面積（H20.5.1 現在） 2,575 万㎡

【参考事例】 



 

（参考３）建築物の部位・部材の計画更新年数 

 

 

 

 

 

 

区 分 種　　別 名　　　　　　　称 計画更新年数※

（年）

屋 根 屋根露出防水 屋根　アスファルト露出防水 20

外 部 外壁仕上塗材 外壁　複層仕上塗材 15

内 部 仕 上 壁－ボード 内壁　せっこうボード張り 30

建 具 外部ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 外部建具　アルミ製引違窓 40

蛍光灯 照明器具　蛍光灯 埋込・下面開放ＦＨＦ ３２Ｗ×２ 20

分電盤 分電盤（主幹　３Ｐ　２２５Ａ、分岐　１８回路） 25

通信・情報 拡　　声 スピーカ　天井埋込形 20

給水給湯配管；配管類 ビニル管（ＨＩＶＰ、給水）３０A 20

機器：タンク類 鋼板製貯湯タンク 20

換 気 換気機器：送風機 消音ボックス付送風機 20

給排水衛生

電 力

※計画更新年数：計画的に更新が必要な年数を示し、建築部材協会・設備メーカー調査等をもとに算出されたもの。

〈出典〉「平成１７年度版　建築物のライフサイクルコスト」　監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部，
       編集・発行：財団法人建築保全センター，発行：財団法人経済調査会（2005年9月1日発行）



凡例： 経年25年未満 経年25年以上で改修済 老朽施設（経年25年以上で未改修）

注１：保有施設を建築年（S19年以前、S20～S56年、S57年以降）ごとに平準化した上で推計を行った。
注２：今後、２５年の推計で、保有面積（約２，３００万㎡）は一定とする。

○ 　老朽 再 生整 備を 行わ な い場 合
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（万 ㎡ ）

２５ 年 後 （Ｈ４ ６） に は 、全 て老 朽 施 設 とな る。

○ 　過去 ４年 間 の実 績 平均 で老 朽 再生 整備 した 場 合
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平 成 １７年 度 補 正 予 算 か ら平 成 ２１ 年 度 補 正 予 算 ま でに 実 施 され た老 朽 再 生 整 備
（改 修 ６７ 万 ㎡ /年 、改 築 ４万 ㎡ /年 ）を 実 施 。

○ 　 約 ２ ，２０ ０億 円 ／ 年 を 老 朽 再 生 整 備 し た 場 合
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（ 万 ㎡ ）

① 　 Ｓ ５ ７ 年 以 降 （新 耐 震 基 準 ）の 建 物 を １ ０ ０ 年 で 改 築 す る も の と し 、 ２ ５年 毎 に 改 修 。
② 　 Ｓ ２ ０ ～ Ｓ ５ ６ 年 の 建 物 に つ い て は 、 概 ね ６ ０ 年 で 改 築 す る も の と し 、 ２ ５ 年 毎 に 改 修 。
③ 　 Ｓ １ ９ 年 以 前 （戦 前 ） の 建 物 で 、 保 存 建 物 に つ い て は ２ ５ 年 毎 に 改 修 。
　 　  他 は 今 後 １ ０年 間 で 改 築 。

７．国立大学法人等の老朽施設の推計（附属病院を除く）



 

 
 

 

 

中間まとめの概要等 



最終年度となる平成22年度に着実な目標達成を遂げるために必要な施設整備予算の確保が不可欠。
特に、安心実現のためにIs値0.4以下の施設の耐震化は本計画期間中に確実に措置すべき。

最終年度となる平成22年度に着実な目標達成を遂げるために必要な施設整備予算の確保が不可欠。
特に、安心実現のためにIs値0.4以下の施設の耐震化は本計画期間中に確実に措置すべき。

●第２次５か年計画に基づき重点的整備を実施するとともに、施設マネ
ジメント等のシステム改革を推進。

●特に耐震対策は最優先とし、Is値（構造耐震指標）0.3未満の施設は
改修可能なものを全て耐震化、耐震化率は85％に進展。

●しかし、目標達成まで141万㎡（約26％）の整備が必要であり、本計画
で耐震化を目指したIs値0.4以下の施設が依然として42万㎡残存。

知の拠点－ 我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について
～新たな価値を生み出すキャンパス環境の創造・発展～

（中間まとめ（案）の概要）

第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画の検証

◆老朽化：安全上・機能上問題のある老朽施設が約650万㎡（保有施設の約25％）。
◆狭隘化：若手研究者の研究スペース等の不足。
◆医療機能：療養環境の悪化によるサービスの低下。最先端医療への不適応。
◆地球環境問題：世界規模の喫緊の課題であり、一層の対策が不可欠。
◆政策的な課題：国立大学法人等に求められる政策課題や社会的な役割が増大。
◆財政上の課題：必要な予算が安定的に確保できておらず計画的整備が困難。
◆諸外国への遅れ：諸外国ではキャンパス整備に重点投資。OECD各国と比して我が国の投資は最低水準。

※我が国の高等教育への公財政支出の対GDP比（0.5％）はOECD各国平均（1.1％）の1/2以下。さらに資本的投資比率はOECD各国平均
（9.5％）の1/2程度（4.9％）。

（数値はいずれも平成21年度末見込み）

◆各法人が一層個性を発揮できるよう、きらりと光り夢のあるキャンパスを目指したビジョンを示すとともに、地域や
社会等の期待に応えながら、各々の個性を踏まえたキャンパスづくりを進めることが必要。

国立大学法人等施設を取り巻く現状と課題

持続的発展が可能なキャンパスづくり、省エネ活動と一体的な環境対策の推進 など環境問題への貢献

地域・社会との共生、地域貢献を支える施設機能の充実 など地域貢献の推進

大学キャンパスの国際化、留学生・外国人研究者等への対応 など国際化の推進

キャンパス環境の調和・個性化、キャンパスライフを支える施設の充実 などキャンパス環境の充実

地方公共団体、企業等との連携・協力と多様なスペース確保の取組 など産学官連携の強化

卓越した研究拠点形成、イノベーション創出への対応、プロジェクト研究等への対応 など研究機能の発展

多様かつ高度で専門的な教育研究ニーズへの対応、豊かな教育環境の確保 など教育機能の発展

狭隘化による実験環境の悪化老朽化し耐震性の低い施設

「今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議」（主査：木村孟 東京工業大学名誉教授）

では、第３期科学技術基本計画に基づき策定された「第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画」（平成18～22年
度）（以下「第２次５か年計画」という。）について、これまでの取組状況を検証するとともに、今後の国立大学法人等
施設整備の在り方について検討し、本年７月に中間まとめを報告する予定。

◆国立大学法人等の施設は、国立大学法人等の使命を果たすための基盤を成すもの。
◆我が国の未来を担い「知」の創造等に貢献できる人材を育む場、イノベーションの創造へと導く独創的・先端的な
学術研究を推進する場であり、産学連携や研究交流、国際化の推進、社会貢献等を果たしていく上での礎。

第２章 国立大学法人等施設の整備状況
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今後の国立大学法人等施設の目指すべき姿

第１章 国立大学法人等施設の果たす役割

第３章 今後の国立大学法人等施設整備の在り方



第４章 今後の国立大学法人等施設整備における中長期的な対応方策

施設整備における国と国立大学法人等の役割

・国立大学法人等全体の施設整備方針の策定
・施設整備に必要となる財源の確保
・各法人の円滑なシステム改革に必要となる支援 等

国の役割

・長期的な視点に立ったキャンパス計画の策定
・主体的かつ多様な財源を活用した施設整備の実施
・経営的視点に立った施設マネジメントの推進 等

国立大学法人等の役割

一層の連携
協力の強化

◆国と国立大学法人等は、各々の役割を適切に果たしつつ、より一層連携・協力を強化していくことが必要。

施設整備の必要性・緊急性に対する国民の理解増進

◆人財力の強化、技術力の発揮、地域の活性化の基盤となる国立大学法人等施設について、優れた研究者や
学生を惹きつける、個性と魅力あふれるキャンパス環境となるよう、公共的施設の中でも優先的な投資が必要。

◆施設整備に対する優先的投資の必要性や緊急性、投資効果など、説得力あるメッセージを発していくことが必要。

計画的な施設整備の推進

■国立大学法人等における対応方策 ■国における対応方策

重点的な施設整備の推進

◆現在直面している様々な課題を解決しなければ、大学等に求められる機能に十分応えられない。
また、現在保有する施設を維持するための改修・改築費用だけでも毎年約2,200億円（試算）以上の予算が必要。

◆このため、既存ストックの安定的な維持管理・運営を実現可能とし、教育研究ニーズの高度化・多様化に的確に
対応していくことを長期的な整備目標としつつ、重点的な整備が必要な施設を明確化した上で、その内容を盛り
込んだ施設整備計画を策定し、重点的な投資を図っていくことが必要。

■具体的に達成すべき行動計画等を盛り込んだ長期的なキャンパス計画の策定

■キャンパス計画モデルの提示、計画的整備を進めるための実効性ある仕組み

長期的視点に立ったキャンパス
環境の整備

■既存施設の現状の客観的な分析、重点的に投資すべき施設の明確化

■客観的・合理的な指標の開発・普及による効果的・効率的な整備の支援

効果的・効率的な整備による
価値の向上

■ＰＤＣＡサイクル確立のための全学的体制の構築、戦略的な改善計画の策定

■施設整備や施設マネジメントの取組に資するベンチマーキング指標の検討

継続的な循環を促すＰＤＣＡ
サイクルの確立

■多様な財源を活用した施設の整備・管理運営

■各法人の多様な財源を活用した取組を円滑に行うための支援

多様な財源を活用した戦略的
整備の推進

■複数の大学等によるコンソーシアムの設置、リソースの共有化、幅広い人材交流等

■更なる業務の円滑化・効率化に資する取組の強化、人材育成に資する仕組みの検討

戦略的マネジメントに必要な
人材の育成

キャンパスは大学の顔―
個性と魅力あふれるキャン
パス環境は優れた研究者、
学生を惹きつける

教育研究を活性化し
「知」を発信・交流する
教育研究環境の整備

国際競争力のある
世界的研究・教育

拠点の形成
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附属病院の整備
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（重点的な整備が必要な課題のイメージ）

地球環境に配慮した教育研究環境の実現

（Sustainable Campus）

教育研究環境の高度化・多様化（質的向上への戦略的整備）

（Strategic Campus）

安全・安心な教育研究環境の確保

（Safety Campus）

◆施設の現状と課題、施設整備の在り方を踏まえ、計画的な施設整備を推進するための中長期的な対応方策を整理。
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今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究について

平成２０年１２月２５日
官 房 長 決 定

１．趣旨

国立大学は法人化により、教育研究において一層の多様化・個性化が進展している。

国立大学法人等の施設は教育研究活動を支える重要な基盤であり、現代の教育研究ニー

ズ等への対応が求められる。

厳しい財政状況の下、このような課題に適切に対応するためには、今後の国立大学法人

等施設の整備に関する基本的な考え方を取りまとめる必要がある。このため、多角的な観

点から調査研究を行う。

２．調査研究事項

（１） 今後の国立大学法人等施設整備の推進方策について

（２） 今後の国立大学法人等施設の管理運営について

（３） その他

３．実施方法

別紙の学識経験者等の協力を得て、２に掲げる事項について調査研究を行う。なお，必

要に応じて、専門部会を設置するとともに、その他の関係者の協力を求めることができる。

４．実施期間

平成２０年１２月２５日から平成２２年３月３１日までとする。

５．その他

この調査研究に関する庶務は、関係各課の協力を得て大臣官房文教施設企画部計画課整

備計画室において行う。
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今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議

これまでの審議経過 
 
 

 開催日時 概要 

第１回 平成２１年２月３日 趣旨説明及び自由討議 

第２回 平成２１年３月２日 論点の整理 

第３回 平成２１年４月７日 論点の整理 

第４回 平成２１年５月１日 論点の整理 

第５回 平成２１年６月９日 中間まとめ（骨子案）の検討 

第６回 平成２１年７月３日 中間まとめ（案）の検討 

第７回 
平成２１年７月３１日 

(予定) 
中間まとめ（案）の検討 

 




